
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料編 
 

 

 

 



 

 186

■ 邑南町地域保健福祉計画策定委員会委員名簿 

 

 役 職 氏  名 所   属  

1  岸本 泰子 島根県 県央保健所長 

2  日高 亘 邑南町議会 総務教育常任委員長 

3  山本 忠德 邑南町 邑南町助役 

4  
三上 嚴信 

 ・大隅  泰 兼任 
医療機関の代表 邑智郡医師会 

5  服部  巌 

各種団体の代表

社会福祉協議会会長 

6  三上 嚴信 徳祐会理事長 

7  日高 勝明 おおなん福祉会理事長 

8  洲濱 哲夫 瑞穂福祉会理事長 

9  大隅  泰 石見さくら会理事長 

10  日髙 昭登 邑智福祉振興会理事長 

11  嘉戸 哲治 学校代表 阿須那小学校校長 

12  能美 恭志 ＰＴＡ代表 邑南町連合ＰＴＡ会長 

13  柘植 三義 

住民組織の代表

邑南町老人クラブ連合会会長 

14 副会長 吉貝 光雄 邑南町民生児童委員会会長 

15  平野 寿昭 邑南町身体障害者福祉協会会長 

16  小泉 義則 邑南町手をつなぐ親の会会長 

17  益田  勲 邑南町精神障害者家族会会長

18  天川 藤信 住民代表 

公   募 19  鍵本 和雄 住民代表 

20  三上 照江 住民代表 

21 会 長 服部 一伸 学識経験者   
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■ 邑南町地域保健福祉計画作業部会委員名簿 

 

地域福祉作業部会 所  属 児童部会 所  属 

1 委員 上田  実 社会福祉協議会 1 委員 古川 浩子 羽須美地域保育所代表

2   森脇  伶 民生児童委員 2   酒井 眞知子 瑞穂地域保育所代表 

3   天津 多満江 住民 3 （部長） 白川 富美子 石見地域保育所代表 

4 （部長） 森脇 幹夫 住民 4   森脇 真由美 子育て支援センター 

5   前田 幸子 住民 5   宮本 規子 子育て支援センター 

6   中村 昌史 住民 6   森田 順子 教育委員会学校教育課 

7   和田 惠子 福祉課職員 7   服部 幸朗 教育委員会生涯学習課 

8 庶務リーダー 日高 久志 福祉課職員 8   坂本 晶子 保健課職員 

9 庶務 竹野 勝治 福祉課職員 9 庶務リーダー 升田 進 福祉課職員 

高齢者作業部会 所  属 10 庶務 田村 哲 福祉課職員 

1 委員 三上  保 社会福祉協議会 健康２１作業部会 所  属 

2   長谷川美智子 介護ｻｰﾋﾞｽ提供者 1 委員 沖原 典子 県央保健所健康増進Ｇ

3 （部長） 曽根田 勇 あさぎり 2   木原 典子 矢上小学校養護教諭 

4   三上 佐代子 徳祐会 3   的場 秀夫 石見町商工会指導員 

5   川中 幸子 桃源の家 4 （部長） 大矢 寿々美 食の推進員副会長 

6   植田 利江 香梅苑 5   伊藤 岩夫 運動ｻﾎﾟｰﾄﾘｰﾀﾞｰ 

7   井上 晃紀 民生児童委員 6   片岡 幸子 健康づくり自主ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

8   土崎 しのぶ 保健課職員 7   洲濱 信夫 生涯学習課 

9   青木 美鳥 福祉課職員 8   上田 秀敏 町民課国保係 

10 庶務リーダー 高橋 美貴子 福祉課職員 9   井上 涼子 保健課・保健師 

11 庶務 片桐 政彦 福祉課職員 10   上田 郁子 保健課・保健師 

障害者福祉作業部会 所  属 11   上田 千香子 保健課・保健師 

1 委員 井川 隆英 社会福祉協議会 12   沖野 幾子 保健課・栄養士 

2   坂口 秀司 瑞穂福祉会 13   藤住 由紀子 保健課・歯科衛生士

3 （部長） 川中 静親  緑風園 14 庶務リーダー 大矢 輝美 保健課職員 

4   山本 明子 はあもにぃはうす 15 庶務 甲山 尚江 保健課職員 

5   服部 卓夫 愛香園     

6   三宅 幸徳 くるみ学園     

7   森本 幸子 県央保健所健康増進Ｇ課長     

8   岸本 茂子 民生児童委員     

9   安田 裕子 保健課職員     

10   新田 英隆 福祉課職員     

11 庶務リーダー 佐々木 孝義 福祉課職員     

12 庶務 賀美  敦  福祉課職員     
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■ 邑南町地域保健福祉計画策定委員会設置要綱 

 

（設 置） 

第１条 邑南町地域保健福祉計画の策定にあたり、町民や関係者の意見を反映させるため

邑南町地域保健福祉計画策定委員会（以下「策定委員会」という。）を設置する。 

（審議事項） 

第２条 策定委員会は、次に掲げる事項について審議する。 

 （１）邑南町全体の保健、福祉の実態を把握し、総合的なサービスの評価と課題 

 （２）邑南町全体の保健福祉のサービスの方向性 

   ア 母子保健施策に関すること。 

   イ 地域福祉施策に関すること。 

   ウ 高齢者施策に関すること。 

   エ 子育て支援に関すること。 

   オ 障害者施策に関すること。 

（策定委員の組織） 

第３条 策定委員会委員は、21 名とする。 

２ 委員は、町長が委嘱する。 

３ 委員の任期は、平成 18 年度末までとする。ただし、補欠の任期は、前任者の残任期

間とする。 

（会長及び副会長） 

第４条 策定委員会に会長及び副会長各 1 名を置く。 

２ 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。 

３ 会長は、策定委員会を代表し、会務を総括する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

（会 議） 

第５条 策定委員会の会議は、必要に応じて会長が招集し、議長となる。 

２ 会長が必要と認めるときは、策定委員会に委員以外の者の出席を求め、その意見又は

説明を聞くことができる。 

（部 会） 

第６条 策定委員会に作業部会を置く。 

２ 部会員は、町長が委嘱する。 

３ 各部会に部長をおき、互選により選任する。 

４ 部会は、第２条の具体的な検討を行う。 

（庶 務） 

第７条 策定委員会の庶務は、邑南町役場福祉課において処理する。 

（委 任） 

第８条 この告示に定めるもののほか、策定委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別

に定める。 

 

  附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、平成 18 年８月 ９日から施行する。 

（失効） 

２ この告示は、平成 19 年３月 31 日限り、その効力を失う。 
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■ 邑南町地域保健福祉計画策定経過 

 

年月 策定委員会 
地域福祉 

作業部会 

高齢者 

作業部会 

障害者福祉

作業部会 
児童部会 

健康 21 

作業部会 
事務局会議

平成

18 年 

８月 

      11 日 

第１回庶務担

当者会議 

９月 

   ４―25 日 

アンケート調査

票配布・回収 

  ８日 

第２回庶務担

当者会議 

15 日 

第３回庶務担

当者会議 

28 日 

第４回庶務担

当者会議 

10 月 

 

 

12 日 

第１回策定委員

会 

５日 

第１回作業部会 

５日 

第１回作業部会

４日 

第１回作業部会

 ３日 

第１回作業部会 

 

 

 

27 日 

第２回作業部会 

 

 

12 日 

第５回庶務担

当者会議 

11 月 

 ６日 

第２回作業部会 

 

21 日 

第３回作業部会 

７日 

第２回作業部会

 

20 日 

第３回作業部会

 

 

17 日 

第２回作業部会

30 日 

第３回作業部会

９日 

第１回作業部会

 

 

 

 

 

 

 

 

17 日 

第６回庶務担

当者会議 

12 月 

 13 日 

第４回作業部会 

 

 

 

21 日 

第４回作業部会

７日 

第４回作業部会

 

20 日 

第５回作業部会

 13 日 

第３回作業部会 

 

 

22 日 

第７回庶務担

当者会議 

平成

19 年 

１月 

  

 

19 日 

第５回作業部会 

  

 

19 日 

第６回作業部会

 

 

17 日 

第２回作業部会

 

 

16 日 

第４回作業部会 

 

 

 

2４日 

第８回庶務担

当者会議 

２月 

１日 

第２回策定委員

会 

     １日 

第９回庶務担

当者会議 

３月 
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■ 邑南町地域保健福祉計画庶務担当者会議経過 

 

年月 策定委員会 
地域福祉 

作業部会 

高齢者 

作業部会 

障害者福祉

作業部会 
児童部会 

健康 21 

作業部会 
事務局会議

平成

18 年 

８月 

   

 

 

 

 

11 日 

第１回 

 

 

  

 

 

 

 

11 日 

第１回庶務担

当者会議 

９月 

   

 

 

29 日 

第１回 

15 日 

第２回 

 

28 日 

第３回 

13 日 

第１回 

 

13 日 

第１回 

 

21 日 

第２回 

 

26 日 

第３回 

８日 

第２回庶務担

当者会議 

15 日 

第３回庶務担

当者会議 

28 日 

第４回庶務担

当者会議 

10 月 

 

 

12 日 

第１回策定委員

会 

 

 

 

26 日 

第１回 

 

31 日 

第２回 

19 日 

第２回 

 

23 日 

第３回 

 

26 日 

第４回 

2 日 

第４回 

 

4 日 

第５回 

 

12 日 

第６回 

２日 

第２回 

 

 

 

 

２６日 

第３回 

 

 

 

17 日 

第４回 

 

26 日 

第５回 

10 日 

第６回庶務担

当者会議 

 

12 日 

第７回庶務担

当者会議 

11 月 

  ８日 

第５回 

 

13 日 

第６回 

8 日 

第７回 

 

15 日 

第８回 

 

 22 日 

第６回 

 

27 日 

第７回 

 

 

17 日 

第６回庶務担

当者会議 

12 月 

 ７日 

第３回 

 

12 日 

第４回 

１日 

第７回 

13 日 

第８回 

15 日 

第９回 

7 日 

第９回 

 

13 日 

第１０回 

 ５日 

第８回 

７日 

第９回 

27 日 

第 10 回 

 

 

22 日 

第７回庶務担

当者会議 

平成

19 年 

１月 

  17 日 

第 10 回 

 

 

 

10 日 

第１１回 

22 日 

第１２回 

10 日 

第４回 

 

９日 

第 11 回 

 

16 日 

第 12 回 

 

 

 

2４日 

第８回庶務担

当者会議 

２月 

１日 

第２回策定委員

会 

     １日 

第９回庶務担

当者会議 

３月 
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■ 邑南町障害者計画・障害福祉計画策定に係る調査結果考察 

 
（本資料は、邑南町障害者計画・障害福祉計画策定に係る調査の中から概要をまとめ、考

察を加えたものです。） 

 
◇調査の概要 

 

【調査方法】 

調査の種類 
① 身体障害者･知的障害者調査 

② 精神障害者調査 

調査対象者 

平成 18 年９月 1 日現在で町内に在住する 70 歳までの障害者手帳所持者 

① 身体障害者手帳及び療育手帳所持者 

調査数 

501 名

(身体 409 名 知的 92 名)

② 精神障害者保健福祉手帳所持者 261 名

合    計 762 名

抽出方法 
悉皆（ただし、精神障害者保健福祉手帳を含む複数の手帳を所持する場合は、精神障害者調査

の対象とし、身体障害者・知的障害者調査の対象からは除いている） 

調査方法 郵送による配布回収 

調査期間 平成 18 年９月４日から９月 25 日 

調査票回収数 

 

① 250 名

回収率 

49.9％

② 127 名 48.7％

合    計 377 名 49.5％

※白紙票は回収数に含めず 

 

【対象者の属性】 

＜年齢＞ 

単位：％ 18 歳未満 18～39 歳 40～64 歳 65 歳以上 無回答 

身体・知的障害者調査（Ｎ＝250） 1.6 6.8 36.0 50.0 5.6

 身体障害者手帳所持者（Ｎ＝210） 1.4 3.8 34.8 57.6 2.4

 療育手帳所持者（Ｎ＝47） 4.3 25.5 53.2 8.5 8.5

精神障害者調査（Ｎ＝127） 7.1 37.0 42.5 1.6 11.8

 

＜居住地区＞ 

単位：％ 口羽 阿須那 市木 田所 出羽 高原
布施・

八色石
井原 中野 矢上 日和 日貫 無回答

身体・知的障害

者 調 査 （ Ｎ ＝

250） 

6.4 10.0 6.0 10.0 6.4 5.2 0.8 4.8 22.4 16.8 4.4 5.2 1.6

 在宅 5.2 9.6 6.0 8.4 6.0 5.2 0.4 4.8 12.4 15.6 4.0 4.4 0.4 

 施設 0.0 0.4 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 9.2 0.4 0.4 0.8 1.2 

 病院 0.8 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.4 0.0 0.4 0.8 0.0 0.0 0.0 

 その他・不明 0.4 0.0 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 

精神障害者 

調査 

（Ｎ＝127） 

1.6 5.5 0.8 7.9 7.9 4.7 1.6 3.9 48.8 8.7 3.9 1.6 3.1

 在宅 1.6 4.7 0.8 4.7 0.8 3.9 1.6 3.1 8.7 7.1 3.9 0.8 1.6 

 施設 0.0 0.8 0.0 1.6 7.1 0.8 0.0 0.0 39.4 0.0 0.0 0.8 1.6 

 病院 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 その他・不明 0.0 0.0 0.0 1.6 0.0 0.0 0.0 0.8 0.8 1.6 0.0 0.0 0.0 
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＜生活の場＞ 

身体・知的障害者調査 精神障害者調査 

区分 在宅 施設 病院
その他・

不明
区分 在宅 施設 入院 

その

他・不

明 

 全地区(N=250) 82.4 12.8 2.8 2.0 全地区(N=127) 43.3 52.0 0.0 4.7 

 口羽地区(N=16) 81.3 0.0 12.5 6.3 口羽地区(N=2) 100.0 0.0 0.0 0.0 

 阿須那地区(N=25) 96.0 4.0 0.0 0.0 阿須那地区(N=7) 85.7 14.3 0.0 0.0 

 市木地区(N=15) 100.0 0.0 0.0 0.0 市木地区(N=1) 100.0 0.0 0.0 0.0 

 田所地区(N=25) 84.0 4.0 0.0 12.0 田所地区(N=10) 60.0 20.0 0.0 20.0 

 出羽地区(N=16) 93.9 0.0 6.3 0.0 出羽地区(N=10) 10.0 90.0 0.0 0.0 

 高原地区(N=13) 100.0 0.0 0.0 0.0 高原地区(N=6) 83.3 16.7 0.0 0.0 

 
布 施 ・ 八 色 石 地 区

(N=2) 
50.0 0.0 50.0 0.0 

布 施 ・ 八 色 石 地 区

(N=2) 
100.0 0.0 0.0 0.0 

 井原地区(N=12) 100.0 0.0 0.0 0.0 井原地区(N=5) 80.0 0.0 0.0 20.0 

 中野地区(N=56) 55.4 41.1 1.8 1.8 中野地区(N=62) 17.7 80.6 0.0 1.6 

 矢上地区(N=42) 92.9 2.4 4.8 0.0 矢上地区(N=11) 81.8 0.0 0.0 18.2 

 日和地区(N=11) 90.9 9.1 0.0 0.0 日和地区(N=5) 100.0 0.0 0.0 0.0 

 日貫地区(N=13) 84.6 15.4 0.0 0.0 日貫地区(N=2) 50.0 50.0 0.0 0.0 

 無回答(N=4) 25.0 75.0 0.0 0.0 無回答(N=4) 50.0 50.0 0.0 0.0 
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１．生活の場について 
 

 現在の生活の場については、身体では、自宅が大半を占めており【身・知：問７】、今後

希望する生活の場では「今のままでよい」「家族と一緒に暮らしたい」が大半を占めている

ことから【身・知：問９】、在宅志向が強いことがうかがえる。知的では、障害者施設に住

む人が約半数となっている。精神でも、施設で暮らす人が約半数となっているが、そのうち

２割は「家族と一緒に暮らしたい」としている【精：問５、問８生活の場別クロス】 

 現在自宅に住んでいる人については、自宅生活を続けていくことへの支援が重要であると

ともに、現在自宅以外で生活しており、かつ、自宅復帰を望んでいる人に対する受け皿と生

活支援体制確保が望まれる。 

 

【身・知：問７ 所持手帳別クロス】(上位５項目) 現在のお住まい、あるいは生活の場はどこですか。 

単位：％ １位 ２位 ３位 ４位 ５位 

身体障害者 

手帳 

（N=210） 

自分の家 障害者施設に入所 病院に入院 借家・アパート 公営住宅（県営・町

営） 

86.7  5.2 3.3 1.0(同率４位)  1.0(同率４位) 

療育手帳 

（N=47） 

障害者施設に入所 自分の家 知的障害者グルー

プホーム 

借家・アパート その他 

48.9  38.3 6.4 2.1(同率４位)  2.1(同率４位) 

 
【精】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【身・知：問９ 所持手帳別クロス】(上位５項目) 今後、暮らしたいと思うのはどれですか。 

単位：％ １位 ２位 ３位 ４位 ５位 

身体障害者 

手帳 

（N=210） 

今のままでよい 家族と一緒に自宅

で暮らしたい 

生活の練習をする

ための施設やサー

ビスを利用したい 

専門の職員がいて

共同生活ができる

施設を利用したい 

無回答 

71.4  32.9 6.2 5.2  1.9 

療育手帳 

（N=47） 

今のままでよい 家族と一緒に自宅

で暮らしたい 

生活の練習をする

ための施設やサー

ビスを利用したい 

専門の職員がいて

共同生活ができる

施設を利用したい 

一人暮らしや結婚

のために家を借り

たい 

46.8  34.0 17.0 12.8  8.5 

 

【精：問８ 生活の場所別クロス】(上位５項目) 今後、暮らしたいと思うのはどれですか。 

単位：％ １位 ２位 ３位 ４位 ５位 

自宅で生活して

いる 

（N=49） 

今のままでよい 家族と一緒に自宅

で暮らしたい 

一人暮らしや結婚

のために家を借り

たい 

専門の職員がいて

共同生活ができる

施設を利用したい 

その他 

77.6 34.7 12.2 4.1（同率４位） 4.1（同率４位）

施設で生活して

いる 

（N=64） 

今のままでよい 家族と一緒に自宅

で暮らしたい 

専門の職員がいて

共同生活ができる

施設を利用したい 

一人暮らしや結婚

のために家を借り

たい 

生活の練習をする

ための施設やサー

ビスを利用したい 

53.1 23.4 20.3 10.9（同率４位） 10.9（同率４位）

問5　(SA) N=127

自宅で生
活してい

る
43.3%

施設で生
活してい

る
52.0%

無回答
4.7%病院に入

院してい
る

0.0%

生活する場所はどこですか。 
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２．障がい者の抱える不安と相談相手について 
 

 現在の生活で困っていること・不安に思っていることについて、障害別で特徴を見ると、

身体と精神では、「自分の健康や体力に自信がない」が、知的については「一人での外出が

不安」が、それぞれ最も多くの回答として挙がっている【身・知：問 10、精：問 16】。

身体では「交通機関の利用が不便」、知的では「将来的に生活する住まい、または施設があ

るかどうか不安」、精神では「働くところがない」がそれぞれ５位以内に入っている。 

 困ったときの相談先は、３障害とも「家族」が最も多い【身・知：問 11、精：問 15】。

知的では「サービスを受けているところの職員」が２位となっており、サービス提供者が

相談先としても重要な役割を果たしていることがうかがえる。精神では「病院の医師」が

２位となっており、医療とのつながりが深い実情がうかがえる。 

 これらのことから、障がい者の不安解決にあたっては、個々人の状況に応じて、相談先

として選択されている医療機関やサービス提供事業者等との連携と情報共有も重要と言え

る。 

 

 

【身・知 問 10 所持手帳別クロス集計（上位５項目）】困っていること・不安に思っていること 

単位：％ １位 ２位 ３位 ４位 ５位 

身体障害者 

手帳 

（N=210） 

自分の健康や体力に

自信がない 

 

特に困っていることは

ない 

生活に充分な収入が

得られない 

家族など介護者の健

康状態が不安 

交通機関の利用が不

便 

36.7 33.8 20.0 19.0 18.6 

療育手帳 

（N=47） 

一人での外出が不安 特に困っていることは

ない 

家族など介護者の健

康状態が不安 

将来的に生活する住

まい、または施設が

あるかどうか不安 

親友・友人がいない

29.8 27.7 21.3 17.0 14.9 

【精 問 16（上位５項目）】困っていること・不安に思っていること 

単位：％ １位 ２位 ３位 ４位 ５位 

精神障害者保健福祉

手帳 

（N=127） 

自分の健康や体力に

自信がない 

 

特に困っていることは

ない 

生活に充分な収入が

得られない 

一人での外出が不安 働くところがない 

29.1 25.2 22.8 18.9 18.1

 

【身・知 問 11（上位５項目）】相談相手 

単位：％ １位 ２位 ３位 ４位 ５位 

身体障害者 

手帳 

（N=210） 

家族 友人・知人 病院 町役場福祉担当課 隣近所の人 

79.0 24.8 22.9 15.2 11.4 

療育手帳 

（N=47） 

家族 サービスを受けてい

るところの職員 

友人・知人 病院 町役場福祉担当課 

53.2 46.8 14.9 8.5 8.5 

【精 問 15（上位５項目）】相談相手 

単位：％ １位 ２位 ３位 ４位 ５位 

精神障害者保健福祉

手帳 

（N=127） 

家族 病院の医師 友人･知人 病院 地域生活支援センタ

ー/相談する人はい

ない 

52.0 32.3 24.4 22.8 11.0
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３．情報提供について 

 

 情報の入手先については、「町の広報誌」「町役場の福祉担当課」に続き、「テレビ・ラジ

オ・新聞・雑誌」「家族・親戚」「病院」「社会福祉協議会」となっており【身・知：問 14】、

町の果たす役割が大きいことがうかがえる。 

 また、これまでサービス利用について不満や困ったことがあるかたずねた設問では、「ど

んなサービスがあるのかよくわからない」「どのサービスが自分に合っているのかよくわか

らない」がそれぞれ２割程度となっており【身・知：問 15】、今後とも確実な情報提供が

望まれるとともに、ケアマネジメントの必要性がうかがえる結果となっている。 

 

【身・知】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 問14　(MA) N=250

12.0

27.2

36.4

19.2

13.6

1.6

2.4

18.4

35.6

15.2

6.8

17.6

3.6

4.4

7.2

2.0

3.2

7.6

0.0

14.0

0 5 10 15 20 25 30 35 40

障害者（児）の団体

テレビ・ラジオ・新聞・雑誌

町の広報紙

家族・親戚

友人・知人

保育所・幼稚園・学校

いわみーる

病院

町役場の福祉担当課

サービスを受けているところ（施設、作業

所、事業所）の職員

保健師

社会福祉協議会

地域生活支援センター

民生委員・児童委員

身体障害者・知的障害者相談員

ホームヘルパー

インターネット

特にない

その他

無回答

%

サービスに関する情報の入手先 

 問15　(MA) N=250

8.8

23.2

19.2

33.6

5.2

26.8

0 5 10 15 20 25 30 35 40

利用したいサービスがあっても近くにない

どんなサービスがあるのかよく分からない

どのサービスが自分に合っているのかよく

わからない

特にない

その他

無回答

%

サービル利用についての不満・困ったこと 
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４．就労について 
 

 現在の就労状況は、身体・知的では 18 歳から 64 歳までの年齢区分でも、「常勤で仕事

をしている」「パートタイムやアルバイトの仕事をしている」の双方を合わせて５割以下に

とどまっている【身・知：問 27-(1)年齢別クロス】。精神では就労している人は１割程度

に限られており【精：問９】、就労していない理由としては、「病気の症状がつらいから」

「体力がついていかない」などが多く挙がっていて【精：問 11】、障害とうまくつきあい

ながら就労する困難さがうかがえる。その状況の中でも、今後の過ごし方として「正社員・

従業員として働きたい」「パート・臨時・アルバイトとして働きたい」や「職業に就くため

の力や技術を身につけたい」は現状の倍以上となっており、就労支援の充実が求められる。

身体・知的でも、「現在は仕事をしていないが探している」が一定数挙がっており、希望す

る仕事に就くうえで解決を求める課題としては、「事業主の理解」や「専門的な支援員の配

置」「他の従業員や顧客などの理解」等が比較的多く挙がっている【身・知：問 30】。 

 

【身・知：問 27-(1) 年齢別クロス】(上位５項目) 就労の状況や形態 

単位：％ １位 ２位 ３位 ４位 ５位 

18 歳未満 

（N=4） 

常勤で仕事をして

いる（福祉的就労

を含む） 

学校へ通っている 無回答 パートタイムやアル

バイト（内職）の仕

事をしている 

現在は仕事をして

いないが探してい

る 

50.0  25.0（同率２位） 25.0（同率２位） 0.0  0.0 

18～39 歳 

（N=17） 

常勤で仕事をして

いる（福祉的就労

を含む） 

無回答 その他 現在は仕事をして

いないが探してい

る 

パートタイムやアルバイ

ト（内職）の仕事をしてい

る 

47.1  23.5 17.6 11.8  0.0 

40～64 歳 

（N=90） 

常勤で仕事をして

いる（福祉的就労

を含む） 

仕事をしていない

（就労を希望してい

ない）  

無回答 パートタイムやアル

バイト（内職）の仕

事をしている 

その他 

28.9  23.3 20.0 11.1  8.9 

65 歳以上 

（N=125） 

無回答 仕事をしていない

（就労を希望してい

ない）  

その他 現在は仕事をして

いないが探してい

る 

常勤で仕事をして

いる（福祉的就労

を含む） 

50.4  27.2 13.6 4.0  2.4 

 

【精】 

        日中の過ごし方           働いていない理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問9　(MA) N=121

5.0

5.8

0.8

18.2

14.0

26.4

3.3

17.4

2.5

30.6

29.8

4.1

0 5 10 15 20 25 30 35

正社員・従業員として働いている

パート・臨時・アルバイトとして働いてい
る

実際の職場で職業訓練中である（社会適応
訓練など）

家業（自営業や農業など）を手伝っている

授産施設・小規模作業所、共同作業所に
通っている

家にいて家事をしている

学校に通っている

病院に通っている

デイケアに通っている

同じ障害のある人たちどうしの活動・集ま
りに通っている

その他

無回答

%

 問11　(MA) N=79

17.7

8.9

10.1

24.1

8.9

8.9

7.6

13.9

19.0

26.6

27.8

0 5 10 15 20 25 30

働ける自信がないため

病気の症状が辛いから

人付き合いが苦手

仕事が覚えられるかが心配

体力がついていかない

ほかにしたいことやしなければならないこ

とがあるから（家事・育児・通学など）

働く必要性を感じない、または働きたくな

い

就職活動をしても雇ってもらえない

自分にあった就労条件がない

その他

無回答

%
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【精】                                        【身・知】 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．災害対策について 
 

災害が発生した場合、一人で避難することが「できる」とする割合は、身体・知的では

約半数【身・知：問 35-(2)】、精神では約４割【精：問 18】となっている。逆に、半数

以上の人は非難に不安を持っている状態といえ、地域防災の取組などを通じ、日ごろから

災害時の不安を軽減しておくことが期待される。 

 

【身・知】                                           【精】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問30 (SA) N=250

23.6

35.2

29.2

22.4

18.0

23.6

25.6

6.8

14.4

17.6

7.2

50.0

54.8

54.8

53.2

56.4

56.8

57.6

57.2

52.0

30.8

23.2

11.2

12.0

13.2

15.6

14.0

9.6

4.0

2.8

2.0

2.4

1.2

1.2

2.4

1.2

0.4

4.4

4.8

4.0

3.6

3.6

5.2

5.2

5.6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

(1)障害のある方の就労を
支援する相談窓口

(2)専門的な支援員の配置

(3)障害のある方に対する職業教育

(4)事業主の理解

(5)他の従業員や顧客などの理解

(6)通勤におけるバリア（道路や
公共交通など）の解消

(7)職場の施設や設備面のバリアの解消 

(8)自分自身の心理的な要因（不安・
消極的・おっくうなど）の解消

(9)障害のためにできないという自分

自身の考えの転換

とても必要 どちらかといえば必要 どちらかといえば不必要 不必要 無回答

仕事に就くために解決が必要な課題  問10　(MA) N=121

10.7

22.3

10.7

16.5

17.4

25.6

4.1

11.6

4.1

26.4

19.0

9.9

0 5 10 15 20 25 30

正社員・従業員として働きたい

パート・臨時・アルバイトなど自分が働け

る時間は働きたい

職業に就くための力や技術を身につけたい

家業（自営業や農業など）を手伝いたい

授産施設・小規模作業所、共同作業所に通

いたい

家事をしたい

学校に通いたい

病院に通いたい

デイケアに通いたい

同じ障害のある人たちどうしの活動・集ま
りに通いたい

その他

無回答

%

今後の日中の過ごし方 

問18　(SA) N=127

できる
43.3%

できない
29.1%

わからな
い

21.3%

無回答
6.3%

災害時に一人で非難できますか。問35-(2)　(SA) N=250

できる
50.4%

できない
26.4%

わからな
い

11.2%

無回答
12.0%

災害時に一人で非難できますか。
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６．障害の地域理解について 

 

 日常生活において、差別や偏見、疎外感を感じることがあるかたずねた設問では、身体

と比較して、知的の方がやや強く感じている傾向にある【身・知：問 31】。差別・偏見を

感じる場面としては、「人間関係」「地区の行事・集まり」「街角での人の視線」の割合が高

く【身・知：問 32】、身近な場面での関わりについて、地域住民が意識を高められる取組

が期待される。 

 精神でも、障害があるために差別を受けたり、いやな思いをしたことが「ある」人が４

分の１を超えている。 

 

【身・知 問 31 所持手帳別クロス集計】日常生活において差別や偏見、疎外感を感じるときがありますか。 

単位：％ よく感じる ときどき感じる
ほとんど感じたこ

とはない 

まったく感じたこ

とはない 
無回答 

身体障害者手帳（N=210） 9.0 27.5 33.5 29.9 9.0 

療育手帳（N=47） 14.3 25.7 34.3 25.7 14.3 

 

【身・知】                                                  【精】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問19　(SA) N=127

ある
26.0%

ない
60.6%

無回答
13.4%

障害があるために差別を受けたり、

いやな思いをしたことがありますか。 

 問32　(MA) N=74

17.6

4.1

44.6

9.5

16.2

33.8

33.8

10.8

16.2

17.6

2.7

6.8

0 10 20 30 40 50

仕事や収入

教育の場

人間関係

冠婚葬祭

スポーツ･趣味の活動

地区の行事・集まり

街角での人の視線

店などでの応対・態度

町役場職員の応対･態度

交通機関の利用

その他

無回答

%

差別や偏見、疎外感を感じたとき 
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７．住みよいまちづくりについて 
 

障がい者にとって住みよいまちをつくるために必要なことを聞いた設問では、特に「何

でも相談できる窓口をつくるなど相談体制の充実」がほぼ半数の人に求められており【身・

知：問 38】、このことによって様々な不安の解消につなげていくことが期待される。また、

「サービス利用の手続きの簡素化」や「行政からの福祉に関する情報提供の充実」を求め

る人も多く、当事者および介護者の高齢化にも配慮しながら、適切な対応をしていくこと

が期待される。 

 

 

【身・知】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 問38　(MA) N=250

49.6

30.0

29.2

14.8

14.8

7.2

18.4

9.6

2.0

12.4

9.2

21.6

12.4

10.0

8.4

9.2

15.2

2.0

22.4

0 10 20 30 40 50 60

何でも相談できる窓口をつくるなど相談体
制の充実

サービス利用の手続きの簡素化

行政からの福祉に関する情報提供の充実

保健や福祉の専門的な人材の育成と資質の

向上

参加しやすいスポーツ、サークル、文化活
動の充実

いろいろなボランティア活動の育成

在宅での生活や介助がしやすいよう保健・

医療・福祉のサービスの充実

リハビリ・生活訓練・職業訓練などの通所

施設の整備

地域でともに学べる保育・教育内容の充実

職業訓練の充実や働く場所の確保

利用しやすい公共施設の整備・改善

障害の有無にかかわらず、町民同士がふれ
あう機会や場の充実

利用(しやすい道路・建物などの整備・改

善

障害に配慮した公営住宅や、グループホー

ムの整備など、生活の場の確保

災害のときの避難誘導体制（緊急通報シス

テムなど）の整備

差別や偏見をなくすための福祉教育や広報
活動の充実

本人や家族の積極性

その他

無回答

%

住みよいまちづくりに必要なこと
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■ 邑南町健康増進計画各目標値のデータ根拠 

 

（基本目標） 

当初目標 ベースライン データ根拠 目標値（H22 年） データ根拠 

健康寿命の延伸 65 歳男 16.77（7 位）

   女 20.64（9 位）

平成 14 年県平

均自立期間 

65 歳以上の平均自立

期間を男女とも延ばす 

県平均自立期間 

（健康目標） 

当初目標 ベースライン データ根拠 
目標値 

（H22 年）
データ根拠※ 

が ん に よ る 死

亡率の減少 

全がん（全年齢） 

男 178.9    

女 71.6   

平成 14 年県年

齢調整死亡率：健

康指標のマクロ

（198８～

2002） 

 

男 156.1 

女 53.9 

男女とも圏域目標値を達成してい

るため町独自設定 

男は 1995 より 2000 の死亡率

が上がったため、1995 の状態ま

で下げる  

女は 1995 死亡率より 2000 が

下がったため、低減率で算出 

（71.6/95.2）×71.6 

胃がん（全年齢） 

男 34.7       

女 10.9      

〃  

男 23.0 

女 6.2 

男女とも圏域目標値を達成してい

るため町独自設定 

男は県の目標値を設定  

女は低減率で算出 

（10.9/19.1）×10.9 

肺がん（全年齢） 

男 33.8    

女 7.5     

〃  

男 25.8 

女 4.0 

男は圏域目標値を設定 

女は圏域目標値を達成しているた

め町独自設定 

1995 の状態まで下げる 

子宮がん（全年齢） 

女 0.0    

〃  

女 0.0 

圏域目標値を達成しているため町

独自設定 

ベースラインを維持 

胃がん（壮年期） 

男 49.2  

女 6.1  

〃  

男 35.5 

女 6.1 

男は圏域目標値を設定 

女は圏域目標値を達成しているた

め町独自設定 

ベースラインを維持 

肺がん（壮年期） 

男 23.4   

女 6.1   

〃  

男 14.8 

女 0.0 

男女とも圏域目標値を達成してい

るため町独自設定 

男女とも1995の状態まで下げる

大腸がん（壮年期） 

男 7.2   

女 18.3   

〃  

男 7.2 

女 15.1  

男女とも圏域目標値を達成してい

るため町独自設定 

男はベースラインを維持 

女は 1995 の状態まで下げる 
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当初目標 ベースライン データ根拠 
目標値 

（H22 年）
データ根拠※ 

が ん に よ る 死

亡率の減少 

（続き） 

子宮がん（壮年期） 

女 0.0   

〃  

女 0.0  

圏域目標値を達成しているため町

独自設定 

ベースラインを維持 

乳がん（壮年期） 

女 14.2   

〃  

女 12.1 

圏域目標値を設定 

脳血管疾患の

減少 

全年齢  

男 46.0  

女 26.1   

 

〃  

男 45.3 

女 16.4 

男は圏域目標値を設定 

女は圏域目標値を達成しているた

め町独自設定 女は低減率で算出

（26.1/41.6）×26.１ 

壮年期  

男 16.2 

女 22.6  

〃  

男 4.9 

女 9.4  

男女とも圏域目標値を達成してい

るため町独自設定  

男は低減率で算出 

（16.2/53.2）×16.2 

女は 1995 の状態までもどす 

虚血性心疾患

の減少 

全年齢 

男 25.3  

女 13.4  

〃  

男 18.6 

女 9.7 

男女とも圏域目標値を設定 

壮年期 

男 21.5 

女 14.7 

〃  

男 19.1 

女 13.1 

男女とも圏域目標値が示されてい

ないので町独自設定 

男は 1995 の状態までもどす 

女は低減率で算出 

（14.7/16.5）×14.7 

糖尿病の有病

者の減少 

男 275 人  

女 432 人  

平成 17 年町保

健衛生事業実績

書 

男 256 人

（7％減） 

女 401 人

（7.3%減）

健診で糖尿病有病者数（要観察、

要注意、要医療の人）×県の減少

割合の目標 

自殺を減らす 全年齢 

男 79.0  

女 12.9  

平成 14 年県年

齢調整死亡率：健

康指標のマクロ 

（1988～

2002） 

 

男 39.6 

女 7.7 

男女とも圏域目標値を設定 

壮年期 

男 113.3 

女 6.1     

〃  

男 73.8 

女 6.1 

男は圏域目標値を設定 

女は圏域目標値を達成しているた

め町独自設定 

ベースラインを維持 

80 歳で自分の

歯を 20 本以上

残す 

80 歳代 

10.7 本 

平成 17 年県民

残存歯調査

P40-41 

80 歳代 

12 本以上 

県目標値を設定 
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当初目標 ベースライン データ根拠 
目標値 

（H22 年）
データ根拠※ 

認 知 症 に な る

人を減らす 

 

47.8％ 

H17 年度介護保

険認定者の介護

度と認知症老人

日常生活自立度

との割合介護保

険 認 定 者 996

人、自立度Ⅱa～

M の 476 人 

476 人/996 人

 

減らす 

介護保険認定者の介護度と認知症

老人日常生活自立度との割合 

介護保険認定者 A 人、自立度Ⅱa

～M のＢ人、A 人/B 人 

※圏域目標値は H18 年 3 月発行の「大田圏域健康長寿いきいきプラン」の中間評価結果Ｐ37～42 参照、 

県目標値は「健康長寿しまね中間評価結果報告書 健康目標の達成状況 P４参照」 

 

（対象分野の目標） 

当初目標 ベースライン データ根拠 目標値（H22 年） データ根拠 

健診受診率を上

げる 

基本健診 45.4% 

胃がん検診 30.1% 

肺がん検診 61.4% 

大腸がん検診 5.6% 

子宮がん検診 28.4% 

乳がん検診 31.9% 

H17 年老人保

健事業報告 

60.0 % 

32.5％ 

65.0% 

46.0% 

30.0% 

32.0 % 

基本健診、肺がん検

診、子宮がん検診は

圏域目標値 

胃がん、大腸がん、

乳がんは目標達成し

ているため独自設定

肥満者（BMI25

以下）の減少 

男 26.8% 

女 30.1% 

平成 17 年町保

健衛生実績書 

BMI25 以上者の割合

を減らす 

15％以下 

20％以下 

圏域目標値を設定 

最大血圧の低下 

 

男 139.3 

女 140.2 

平成 17 年町保

健衛生実績書 

最大血圧を 3.8mmhg

低下させる 

男 135.5 

女 136.4 

基本健診の平均血圧

－圏域目標値を設定
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■ 邑南町地域保健福祉計画変更経過（平成 21 年 3 月変更） 

（平成 22 年 3 月変更） 

２ 介護保険事業計画・高齢者保健福祉計画 2-2 地域でいつまでも暮らせる環境づくり 

平成２１年２月２６日  第４期邑智郡介護保険事業計画策定 

平成２１年２月２６日  邑南町地域包括支援センター運営協議会開催 

               第４期邑智郡介護保険事業計画策定に伴う変更（案）の検討・承認 

３ 障害者計画・障害福祉計画 3-2 自立した暮らしを支援するサービス基盤づくり【障害福祉計画】 

平成２０年１１月１２日 邑南町地域自立支援協議会開催 

               第１期計画の現状と第２期計画の策定について説明 

平成２０年１２月２４日 邑南町地域自立支援協議会開催 

               第２期計画（素案）の検討・承認 

平成２１年２月２４日  邑南町地域自立支援協議会開催 

               第２期計画（案）の検討・承認 

４ 次世代育成支援行動計画 全般 

  平成 21 年１１月１８日 児童福祉審議会開催 

               計画素案の検討・承認 

  平成 22 年 1 月 29 日 児童福祉審議会開催 

               計画案の検討・承認 

 

 

邑南町地域保健福祉計画 

平成２１年３月３日   邑南町地域保健福祉計画推進協議会開催 

            邑南町地域保健福祉計画変更（案）の検討・承認 

                （介護保険事業計画及び第２期障害福祉計画） 

  平成２１年３月１９日  邑南町議会開催 

邑南町地域保健福祉計画変更（案）議決              

（介護保険事業計画及び第２期障害福祉計画） 

平成 22 年 2 月 25 日  邑南町地域保健福祉計画推進協議会開催 

            邑南町地域保健福祉計画変更（案）の検討・承認 

                （次世代育成支援後期行動計画） 

平成 22 年 3 月１８日  邑南町議会開催 

            邑南町地域保健福祉計画変更（案）議決 

                （次世代育成支援後期行動計画） 
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